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答 申

諮問第４１号

第１ 審査会の結論

和歌山県知事（以下「実施機関」という ）は、本件異議申立。

ての対象となった非開示決定を取り消し、開示請求に係る対象公

文書を再度特定し、改めて決定をすべきである。

ただし、開示請求に係る対象公文書の特定にあたっては、公文

書開示請求書の「都市政策課職員○○○○が」の記載により対象

公文書を限定することなく、当該記載がないものとして、また、

対象公文書をより広く捉え、次の公文書について特定を行い、そ

の旨決定通知書に明記すべきである。

「和歌山県東牟婁郡○○○○○○○○○○○において、平成

１６年度宅地造成等規制法違反の疑いがあると判断した物件に

対する平成１６年度から現在に至るまでの県の全ての課が所有

する全記録。ただし先般開示されたものについては必要ありま

せん 」。

第２ 異議申立てに至る経過

１ 異議申立人は、和歌山県情報公開条例（平成１３年和歌山県条

。 「 」 。） 、例第２号 以下 条例 という 第６条第１項の規定に基づき

実施機関に対し、平成１７年４月２４日付けで「和歌山県東牟婁

郡○○○○○○○○○○○において、都市政策課職員○○○○が

平成１６年度宅地造成等規制法違反と断定した物件に対する平成

１６年度から現在に至るまでの県の全ての課が所有する全記録。

但し、先般開示されたものについては必要ありません 」につい。

て開示請求を行った。

２ 実施機関は、１の開示請求に対して 「公文書を作成又は取得、

していない」ことを理由として非開示決定（以下「本件処分」と

いう ）を行い、平成１７年５月１２日付けで異議申立人に通知。
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した。

３ 異議申立人は、平成１７年５月１４日付けで、行政不服審査法

（昭和３７年法律第１６０号）第６条の規定により、本件処分を

不服として、実施機関に対し異議申立てを行った。

第３ 異議申立ての内容要旨

１ 異議申立ての趣旨

異議申立ての趣旨は 「開示請求を行った公文書の開示を求め、

る」というものである。

２ 異議申立ての理由

異議申立人が異議申立書及び意見書によって主張する内容を要

約するとおおむね次のとおりである。

なお、異議申立人は、審査会における意見及び説明の陳述を行

わなかった。

( ) 「都市政策課職員○○○○が平成１６年度宅地造成等規制1

法違反と断定した」というのは何ら間違っておらず事実であ

り、開示請求内容を十分特定できる。

( ) 平成１７年３月３１日付け都政第６４７号で宅地造成等規2

制法違反に関する報告及び違反がなされたこととした図書の

提出の強要が公文書によりなされており、担当課内において

協議が行われていると思われる。

また、異議申立人より内容証明郵便にて平成１７年４月７

日付けで報告書を提出している。

よって、開示請求に係る公文書を保有していない理由「作

成又は取得していないため」は虚偽であり、速やかに全ての

情報の開示を求める。

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関が非開示決定通知書及び異議申立てに対する非開示処

分理由説明書並びに審査会における意見及び説明の陳述によって

主張する内容を要約するとおおむね次のとおりである。
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１ 公文書開示請求書には 「都市政策課職員○○○○が平成１６、

年度宅地造成等規制法違反と断定した」と記載されているが、職

員個人が宅地造成等規制法違反と判断したのではなく、都市政策

課として判断したものである。

２ 平成１７年５月９日に電話により異議申立人に１に記載した内

容を説明し 「都市政策課が、平成１６年度宅地造成等規制法違、

反と断定した」との記載とするよう公文書開示請求書の補正を求

めたが 「補正する意思はない」との回答であった。、

３ このため、職員個人が宅地造成等規制法違反と断定した物件に

対する情報が記載された公文書は作成又は取得していないとして

条例第１１条第２項の規定に基づき非開示決定を行った。

４ 和歌山県東牟婁郡○○○○○○○○○○○において都市政策課

が平成１６年度宅地造成等規制法違反の疑いがあると判断した物

件に対する記録であれば、公文書として保有している。

第５ 審査会の判断

当審査会は、本件処分の当否につき審査した結果、次のとおり

判断する。

１ 開示請求対象公文書の特定について

本件では、開示請求対象公文書の特定（以下「公文書の特定」

という ）にあたって 「宅地造成等規制法違反と判断した」者。 、

が都市政策課職員個人なのか、都市政策課という組織なのかにつ

いて、実施機関と異議申立人との間で見解の相違があるため、実

施機関は 「公文書を作成又は取得していない」として非開示決、

定を行ったものである。

したがって、当審査会は、実施機関の公文書の特定の適否につ

いて審査する。

( ) ある行為が法律違反であるとの判断が実施機関内で組織決1

定され、その決定に基づき行政指導がなされた場合、行政指

、 、導の相手方からすると 当該行政指導を行っている担当者が

個人で法律違反と判断していると受け取る場合があることは



- 4 -

十分考えられる。

、 、そして 法律違反であるとの判断を誰が行ったかについて

実施機関と開示請求者との間で見解の相違があり、開示請求

者の見解に基づき公文書開示請求がなされた場合、実施機関

の見解に基づき公文書の特定をするならば、常に「公文書を

保有していない（公文書を作成又は取得していない）こと」

又は「公文書の特定ができないこと」を理由として非開示決

定が行われることとなる。一方、開示請求者の見解に基づき

公文書の特定をするならば、実施機関は、自らの見解とは異

なった判断をせざるを得なくなり、いずれも適切な公文書の

特定とは言い難い。

( ) 情報公開制度の目的である開かれた県政をより一層推進す2

るためには、可能な限り多くの情報を開示すべきであること

からすると、法律違反であるとの判断を誰が行ったかという

、ことにより開示請求に係る対象公文書を限定するのではなく

そのような限定を行わない形で法律違反であるとの判断に基

づき行われた行政指導を記録した公文書を広く対象公文書と

して公文書の特定をすべきであると考える。

その上で、公文書開示請求書に記載されたそのままの形で

はなく、上記のように開示請求に係る対象公文書をより広く

捉えた形で公文書の特定をした旨決定通知書に明記すべきで

あると考える。

( ) 上記( )のように公文書の特定をした場合、開示請求者とし3 2

ては、自己の見解に沿った公文書の開示とはならないものの

開示された公文書を適宜他の情報と照合することにより自己

の見解が正しいか否かを判断できるのであり、一方、実施機

関としては、開示請求に係る対象公文書をより広く捉えた形

で公文書の特定をした旨決定通知書に明記することにより自

己の見解と異なった判断をすることとはならないのであり、

かつ、情報公開制度の目的に沿った公文書の特定となると考

える。
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したがって、実施機関が、法律違反であるとの判断を誰が

行ったかということについて自身の見解でのみ判断し 「公、

文書を作成又は取得していない」としたことは、適切な公文

書の特定とは認められない。

( ) 本件の場合、実施機関は 「和歌山県東牟婁郡○○○○○4 、

○○○○○○において、平成１６年度宅地造成等規制法違反

の疑いがあると判断した物件に対する平成１６年度から現在

に至るまでの記録」については、公文書を保有していること

を認めている。

したがって、上記( )に記載しているように公文書の特定に2

あたっては、公文書開示請求書の「都市政策課職員○○○○

が」の記載により対象公文書を限定することなく、当該記載

がないものとして公文書の特定をすべきであると考える。

また、公文書開示請求書には「違反と断定した」と記載さ

、 「 」れているが これについては 違反の疑いがあると判断した

という形でより広く公文書を捉え、公文書の特定をすべきで

あると考える。

その上で、上記のように公文書の特定をしていることを決

定通知書に明記すべきであると考える。

２ 以上の理由により、当審査会は、冒頭「第１ 審査会の結論」

のとおり判断する。

第６ 答申に至る経過

年 月 日 審査の経過

平成 年 月 日 ○諮問（実施機関）17 5 26

平成 年 月 日 ○実施機関からの理由説明書を受理17 6 10
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平成 年 月 日 ○異議申立人からの意見書を受理17 6 21

平成 年 月 日 ○審議17 7 15

平成 年 月 日 ○実施機関からの意見及び説明聴取17 7 29

平成 年 月 日 ○審議17 8 17

平成 年 月 日 ○審議17 10 14


